
事 務 連 絡

平成２３年７月２０日

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 学 校 給 食 主 管 課

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 学 校 給 食 主 管 課

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課
殿

附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 担 当 課

構 造 改 革 特 別 区 域 法 第 １ ２ 条 第 １ 項 の 認 定

を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

学校給食の食材の安全確保について

現在、放射性物質に汚染された稲わらを給与していた可能性のある家畜由来の肉に関し、

流通状況等の調査が行われており、一部で暫定規制値を超過する放射性セシウムが検出さ

れています。

また、７月１９日、原子力災害対策本部より、福島県の肉用牛について、移動及び出荷

の制限に関する指示が出されたところです。

つきましては、給食実施者及び学校におかれましては、学校給食の食材の選定に際し、

学校給食会や食材業者等との連携を密にしながら、上記調査の結果や出荷制限等の情報に

留意するなど、学校給食の食材の安全確保に関し、特段の配慮をお願いいたします。なお、

その際、保護者等の問い合わせに応じるなど、必要な情報提供に配意されるようお願いい

たします。

各都道府県教育委員会学校給食主管課におかれましては、域内の市町村教育委員会並び

に所管の学校及び学校給食施設に対し、各都道府県私立学校主管課及び構造改革特別区域

法第１２条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれまして

は、所管の学校法人等に対し、国立大学法人におかれましては、管下の学校に対して、そ

れぞれ周知されるようお願いいたします。

（参考）調査結果等については、厚生労働省ホームページを参照ください。

http://www.mhlw.go.jp/
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